
長野市上下水道事業経営審議会　委員名簿

※敬称略 任期：平成22年6月4日～平成25年6月3日

区
分
№ 委員氏名 所属団体名 役職等 備　　考

1 鈴木　智弘 信州大学 経営大学院長

2 山崎　勝巳 長野県弁護士会
民事介入暴力被害者救済セン
ター運営委員長

欠

3 畠　俊郎 長野工業高等専門学校 環境都市工学科准教授

4 渡邉　哲 長野県短期大学 生活科学科教授

5 宇賀田　伸彦 日本公認会計士協会東京会長野県会 幹事

6 朝場　宏男 長野商工会議所 議員・運輸車両関連部会長

7 北沢　陽二郎 長野県公衆浴場業生活衛生同業組合 理事

8 臼井　正雄 長野市ホテル旅館組合 副理事長

9 小池　正孝 長野県クリーニング生活衛生同業組合 長野支部長

10 江口　共雄 長水豆腐商業組合 理事

11 祖山　律子 （社）長野市連合婦人会 副会長

12 伊藤　八重子 長野市すこやかリーダー会 会長

13 関崎　松子 長野県婦人教育推進協議会信州新町支部 支部長

14 海上　芳子 長野市くらしを考える会 会計監事

15 山口　圀惠 ＮＡＧＡＮＯ共感ネット女性会議２０１０ 事務局長 欠

16 鈴木　美智子 公募委員

17 青木　百合子 公募委員

18 静谷　雄次郎 公募委員

19 齋藤　一二 公募委員

20 降旗　伸子 公募委員
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平成２２年度上下水道事業経営審議会幹事・書記名簿

区　分 職　　　　名 氏　　　　名

幹　事 上下水道局長 小山　和義

〃 総務課長 柳沢　正宏

〃 次長兼配水管理課長 金井　邦雄

〃 次長兼業務課長 吉田　清美

〃 次長兼下水道施設課長 北沢　正一

〃 副参事兼経営管理課長 岡村　　誠

〃 浄水課長 大日方　正敏

〃 サービスセンター所長 内堀　政行

〃 下水道建設課長 池田　雅次

書　記 総務課　係長 青木　尚久

〃 総務課　主査 原山　深雪

〃 総務課　主事 佐藤　俊一



長野市上下水道事業経営審議会条例 
平成６年３月 30日 
長野市条例第 19号 

改正  平成 13年６月 29日条例第 20号  平成 18年３月 30日条例第 35号 
    平成 19年３月 29日条例第 29号  平成 20年３月 28日条例第 32号 
    平成 20年９月 19日条例第 53号 
長野市水道料金等審議会条例（昭和 46年長野市条例第 69号）の全部を改正する。 
 
（設置） 
第１条 地方公営企業法（昭和 27年法律第 292号）第 14条の規定に基づき、水道事業及
び下水道事業の経営に関し、必要な事項を調査及び審議するため、長野市上下水道事業

経営審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 
（任務） 
第２条 審議会は、上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）の諮問に応じ、次の各

号に掲げる事項を調査及び審議する。 
(１) 水道事業及び下水道事業の経営に関する重要な事項 
(２) 水道料金に関すること。 
(３) 長野市公共下水道、長野市農業集落排水処理施設及び長野市戸別浄化槽に係る使用料
に関すること。 

(４) その他管理者が必要と認める事項 
（組織） 
第３条 審議会は、委員 20人以内で組織する。 
２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。 
(１) 使用者及び受益者の代表者 
(２) 学識経験者 
(３) 管理者が必要と認める者 
（任期） 
第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 
（会長及び副会長） 
第５条 審議会に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 
（会議） 
第６条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 
２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
（臨時委員） 
第７条 審議会に、特別な事項を調査及び審議するため、管理者が必要と認めるときは、

臨時委員を置くことができる。 



２ 臨時委員は、管理者が当該特別な事項の関係者のうちから委嘱する。 
３ 臨時委員は、当該特別な事項に関する調査及び審議が終了したときは、解任されるも

のとする。 
（幹事及び書記） 
第８条 審議会に、幹事及び書記若干人を置き、上下水道局職員のうちから管理者が任命

する。 
２ 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。 
３ 書記は、会長の命を受け、審議会の所掌事務に従事する。 
（委任） 
第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に

定める。 
 
附 則 
（施行期日） 
１ この条例は、平成６年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ この条例の施行の際現に改正前の長野市水道料金等審議会条例（以下「旧条例」とい

う。）の規定に基づく長野市水道料金等審議会の委員に委嘱されている者は、改正後の長

野市水道料金等審議会条例の規定に基づく長野市水道料金等審議会の委員に委嘱された

者とみなす。この場合において、委員の任期は、旧条例の規定に基づく委員として委嘱

された日から起算する。 
（長野都市計画下水道事業受益者負担審議会条例の廃止） 
３ 長野都市計画下水道事業受益者負担審議会条例（昭和 46 年長野市条例第 50 号）は、
廃止する。 
（長野市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正） 
４ 長野市特別職の職員等の給与に関する条例（昭和 41 年長野市条例第 24 号）の一部を
次のように改正する。 
（次のよう略） 
附 則（平成 13年６月 29日条例第 20号） 
（施行期日） 
１ この条例は、公布の日から施行する。 
（経過措置） 
２ この条例の施行の際現に次の各号に掲げる従前の審議会等の委員である者（市議会議

員のうちから委嘱された委員である者に限る。）は、この条例の施行の日に、それぞれの条

例の規定により、それぞれの審議会等の委員として委嘱されたものとみなす。この場合に

おいて、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、それぞれの条例の規定にかかわら

ず、同日におけるそれぞれの審議会等の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 
(１)～(18) 略 
(19) 長野市水道料金等審議会 



(20) 略 
附 則（平成 18年３月 30日条例第 35号抄） 
（施行期日） 
１ この条例は、平成 18年４月１日から施行する。 
附 則（平成 19年３月 29日条例第 29号） 
（施行期日） 
１ この条例は、平成 19年４月１日から施行する。 
（長野市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正） 
２ 長野市特別職の職員等の給与に関する条例（昭和 41 年長野市条例第 24 号）の一部を
次のように改正する。 
（次のよう略） 
附 則（平成 20年３月 28日条例第 32号抄） 
（施行期日） 
１ この条例は、平成 20年４月１日から施行する。 
附 則（平成 20年９月 19日条例第 53号抄） 
（施行期日） 
第１条 この条例は、平成 21年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 
（委任） 
第 11条 附則第３条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項
は、管理者が別に定める。 
 



平成２２年４月１日現在

※数字は職員数（職員数合計　２０５名）

 庶務担当（３）  　　 ・局の庶務

 人事担当（３） ・局の工事請負契約

課長　１  財務担当（４） ・局職員の人事等

課長補佐　１ ・局予算の編成及び財務

 会計担当（４）

 管財担当（３）  　　 ・水道料金・下水道使用料の調定及び収納

課長（副参事）　１  料金担当（７）  　　 ・局の支払い

課長補佐　１ ・局の決算書作成

・局の財産管理

 企画担当　　（５）

課長（次長）　１  配水施設担当（８） ・水道の企画及び計画

課長補佐　２  簡易水道担当（３） ・水道の建設工事

 サービス担当（７）

 配水管理担当（８） ・上下水道の修繕受付

所長　１  漏水調査担当（５） ・配水管の維持管理及び配水調整

局主幹　１  北部出張所　（７） ・漏水防止

出張所長（局主幹）　２  西部出張所　（９） ・給水車等の応急給水の対応

 管理担当　　　（７） ・水源の環境保全

課長　１  水質担当　　　（９） ・浄水・導送水施設及びポンプ場の維持管理

課長補佐　２ 　　　　　　　　　　　　　 ・水道の水質検査及び管理

浄水場長　１  犀川浄水場　　（３） 

出張所長（局主幹）　１  夏目ヶ原浄水場（５） ・受益者負担金及び分担金

　　往生地浄水場（０） ・排水設備設置資金の融資あっせん

 南部出張所（１４） ・排水設備工事に係る補助金の交付

・排水設備指定工事店等の指定・監督

 負担金担当　（５） ・給水装置及び排水設備工事の設計審査

 水洗促進担当（２） ・給排水設備工事の検査・違反取り締まり

課長（次長）　１  給水装置担当（５） ・貯水槽水道

課長補佐　２  排水設備担当（７）

・公共下水道の企画及び計画

  計画担当 　 （５）　 ・公共下水道の管路建設

課長　１  建設担当　（２１） ・下水道管渠の維持管理

課長補佐　３  管路管理担当（８） ・取付管の工事

  管理担当   （５） ・終末処理場の維持管理及び建設

課長（次長）　１  水質担当   （５） ・汚水中継ポンプ場の維持管理及び建設

課長補佐　２ ・下水道の水質検査及び汚泥分析

・下水道接続事業場の排水指導
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平成２２年度　長野市上下水道局機構図及び所掌事務
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 総  務  課　１２

下水道施設課　１３

総
務
課

サービスセンター　４０

 浄水課　４３

 業務課　２２

下水道建設課　３８

所掌事務

配
水
管
理
課

上下水道事業管理者　１

上下水道局長　１

経営管理課　１６

配水管理課　１９



 

今後の審議会開催予定及び会議事項（案） 

○平成２２年度 

開催時期 会 議 事 項 

4/27 
○長野市下水道中期ビジョン基本計画について 

  ・下水道事業の将来像、目標及び実現方策 

6/4 

（今回） 

○水道事業の概要 

○下水道事業の概要 

○水道料金及び下水道使用料について 

○長野市下水道中期ビジョン基本計画の概要 

8 月下旬 

○長野市下水道中期ビジョン基本計画について 

  ・財政収支の見通し、まとめ 

○東部浄化センター視察 

○平成２１年度決算報告 

10 月初旬 

○長野市下水道中期ビジョン基本計画について 

・中間報告 

・パブリックコメントの実施 

11 月下旬 
○長野市の水道事業について 

○水道施設視察 

1 月中旬 

○長野市下水道中期ビジョン基本計画について 

  ・パブリックコメントの実施結果 

  ・最終報告 

  

○平成２３年度 

  下水道使用料の見直し（諮問・審議） 

   

○平成２４年度 

  水道料金の見直し（諮問・審議） 


